
不妊治療休暇（有給）
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妊娠前 妊娠 出産 １歳 ２歳 ３歳 小学校入学 高校卒業

配偶者の出産
補助休暇（有給）

育児時間休暇（有給）

部分休業（無給）

子の看護休暇（有給）

他にも！

孫の看護休暇（有給）

短期介護休暇（有給）

一の年度において１人につき２日

一の年度において要介護者１人につき５日の範囲内

孫の出産補助休暇（有給） 子または子の配偶者の出産で７日以内

※利用にあたっては、別途、要件があります。

育児休業（無給）

生理休暇（有給）

結婚休暇（有給） １０日間を限度

２日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

妊娠障害休暇（有給）

妊娠健診休暇（有給）

産前産後休暇（有給）

男性の育児参加休暇（有給）

出産前８週間、出産後８週間

７日以内

一の年度において１人につき５日以内

小学校就学前の子を養育する場合、部分休業を取得できます

１４日を超えない範囲内

１回につき１日の勤務時間の範囲内

出産予定日の６週間前から取得可、５日以内

１日１回１２０分以内又は１日２回６０分以内

子の３歳の誕生日の前日まで

一の年度において１人につき５日以内


